別表3
日中一時支援事業利用料
障がい者
障害程度区分
利用時間


食事提供加算


4時間未満
4時間以上8時間未満
8時間以上


区分6
2,225円
4,450円
6,675円
食事の提供を行つた場合は、1日につき420円を加算する。

区分5
1,892円
3,785円
5,677円


区分4
1,560円
3,120円
4,680円


区分3
1,405円
2,810円
4,215円


区分2
1,225円
2,450円
3,675円


区分1
1,225円
2,450円
3,675円


障がい児
障害程度区分
利用時間


食事提供加算


4時間未満
4時間以上8時間未満
8時間以上


区分3
1,892円
3,785円
5,677円
食事の提供を行つた場合は、1日につき420円を加算する。

区分2
1,482円
2,965円
4,447円


区分1
1,225円
2,450円
3,675円


